
知的財産セミナー2015

知財で三浦を熱くする

主 催 ： 日本弁理士会関東支部、三浦商工会議所

後 援 ： 関東経済産業局 、神奈川県 、三浦市

まぐろラーメンと発明。

まぐろラーメンとデザイン。

ブランドとしてのまぐろラーメン。

日 時：2015年11月13日（金）
【無料セミナー】 10:30～11:30 特許

13:30～14:30 意匠
14:40～15:40 商標

【無料相談会】 10:30～16:00

場 所：三崎港産直センター「うらり」ピロティ



【セミナー】 雨天決行

三崎のまぐろ、三浦大根、三浦のスイカといった産品は、日本全国に知れ渡っているといって

も過言ではない有名な特産品です。 このような特産品を知的財産権で活かすことはできない

でしょうか。特許制度や商標制度の基礎をご説明しながら、独創的な技術の活かし方や、ブラン

ドの活かし方といった、知的財産権の活用を提案します。

時 間 テーマ 講 師 定員

１０：３０～１１：３０ 特許（パテント） 弁理士 小林俊雄

各40名１３：３０～１４：３０ 意匠（デザイン） 弁理士 高木康志

１４：４０～１５：４０ 商標（ブランド） 弁理士 江畑耕司

【住 所】

神奈川県三浦市三崎 5-3-1

【アクセス】

京浜急行 「三崎口」駅 or「三浦海岸」駅下車

バスで「三崎港」バス停へ

バス停から徒歩３分

会場案内

参加申込 （当日に現地で申込みできます）

11月13日(金)プログラム

【無料相談会】 雨天決行

商標、特許、実用新案や意匠、著作権等、知財にまつわることはなんでもご相談ください。

時 間 相談員 定員

１０：３０～１６：００ 日本弁理士会関東支部神奈川委員会の弁理士 ２０名


